
法人口座のお客さまの新規口座開設について 

 
 
 当ＪＡでは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で求められている事項に加え、マ

ネーロンダリング及びテロ資金供与を防止するため、法人のお客様の口座開設に際しては、下記

のとおり対応させていただきます。 
 

１.新規口座開設をお断りする場合について 

当ＪＡの事業エリア内に「本社」や「営業所」等がない場合は、原則口座開設をお断りさせて

いただきます。なお、当ＪＡの事業エリアは、川崎市内でございます。 
また、申込いただいた店舗によっては、「本社」や「営業所」等の最寄りの店舗をご案内する

場合がございます。 
 

２.口座開設にあたっての審査期間について 

 口座開設にあたっては所定の審査を実施し、ご回答までに 2 週間から 1 カ月間程度お時間を

いただくことがございます。 
 
３．必要書類について 

 審査のためお持ちいただくものは次のとおりです。口座開設の際は改めてご来店いただき、当

ＪＡ所定の口座開設申込書等の記入をお願いします。 

①  法人の登記事項証明書・定款（原本）※１ 

②  ご来店者の公的な本人確認書類（運転免許証等、顔写真付きの証明書類） 

③  ご来店者と法人の関係を証する書類（委任状等）※２ 

④  
法人の財務状況が確認できる書類 
・直近の決算関係書類（貸借対照表等） 

 ・法人税の納税証明書 等 
※１ 発行日から６か月以内のもの 
※２ ご来店者が法人等の代理権をお持ちでない場合 
 
４．ご留意事項 

上記審査の過程で、追加で書類の提示をお願いする場合がございます。追加書類を頂けない 
場合や審査の結果によっては、口座開設をお断りする場合がございます。 
 

以 上 
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